
有害大気汚染物質に係るリストの見直しについて 

 
１．これまでの経緯 

 
○平成８年の大気汚染防止法（大防法）改正により、有害大気汚染物質対策の制度化が

なされ、同年10月の中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方につい

て（第二次答申）」において、「有害大気汚染物質に係るリスト」として、「有害大

気汚染物質に該当する可能性がある物質」（234物質）と「優先取組物質」（22物質）

がリスト化された。 
○その後、平成11年の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律」（化管法）の制定により、有害性のある化学物質の環境への排出量等

を把握するPRTRが制度化されたことから、中央環境審議会の第六次答申（平成12年）

において、234物質のリストはPRTR対象物質との整合性を考慮した見直しを行うこと

が適当であること、優先取組物質についてもPRTR制度による情報や最新の科学的知

見をもとに見直すことが必要であることが指摘されていた。 
○第六次答申の指摘事項への対応として、当初、優先取組物質の見直しに関して、本委

員会においてこれまでに２回（平成19年６月、11月）審議いただいた中で、234物質

全体とPRTR対象物質との整理、有害性情報等の追加的な収集、優先取組物質のうち

すでに環境目標値が設定され排出抑制の取組も進んだ物質の取扱い等に関する指摘が

なされた。 
○こうした中、PRTRについては対象物質の見直しが行われ、昨年11月に化管法の施行

令が改正されて462物質が新しい対象物質として選定されたこと、また、化学物質審

査規制法（化審法）を改正して、「優先評価化学物質」を選定しリスク評価を進める

等の動きがあることから、これらとの整合も念頭に置きつつ、有害大気汚染物質に係

るリストの見直しを検討する必要がある。 
 
２ 有害大気汚染物質に係るリストの見直しに係る基本的考え方について 

 
（１）「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」リストの見直しに関する基本的

考え方について 

○大防法において有害大気汚染物質は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損な

うおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」とされており、その施策は、科

学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されること

を旨として、実施されなければならない、とされている。 
○234物質については、第二次答申（平成8年）において、長期毒性を有することや大気

汚染の原因となり得ることを科学的に明らかにすることは実際上困難を伴うものが多

いが、未然防止の見地から、一定の割り切りを行って、有害大気汚染物質に該当する
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可能性がある物質を幅広く選定すること、また、これらの物質については、「行政が

有害性等の基礎的情報の収集整理に努めるとともに、事業者等は自主的に排出抑制に

努めることが期待される」ものとされている。 
○一方、化管法は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全

上の支障を未然に防止することを目的としており、PRTR対象物質（第一種指定化学

物質）は、「人の健康を損なうおそれ」等があり相当広範な地域の環境に継続して存

すると認められる化学物質とされている。 
○また、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」とPRTR対象物質は、いず

れも有害性と暴露性（モニタリング結果、製造・輸入量）を考慮した選定がなされて

いる。 
○このように、両者は、人の健康（化管法は生態影響も含む）に係る被害の未然防止を

目的に、排出状況の把握、自主的な排出抑制や管理の改善を求める物質として位置づ

けられている点で類似しており、対象物質の選定の考え方にも共通点があることから、

それぞれの特性に留意しつつ、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」の

リストを、PRTR対象物質との整合性を図る方向で見直すこととしたい。 
 
（２）優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理について 

○優先取組物質については、第二次答申（平成 8 年）において、有害大気汚染物質に該

当する可能性があるリストの中から、当該物質の有害性の程度や我が国の大気環境の

状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる有害大気汚染物質を選定するこ

と、また、これらの物質については、「行政において物質の有害性、大気環境濃度、

発生源等について体系的に詳細な調査を行うほか、事業者に対して排出抑制技術の情

報等の提供に努め、事業者の自主的排出抑制努力を促進する」ものとされている。 
○優先取組物質のうちベンゼン等３物質については、平成８年の法改正当時、その排出

又は飛散を早急に抑制しなければならない指定物質とされ、指定物質排出抑制施設や

指定物質排出抑制基準が定められた。また、平成９年度から過去２期にわたり、自主

管理計画（対象 12 物質）による排出抑制の取組が進められてきた。 
○平成 17 年 6 月、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会において、第２期自主管理計

画の評価がなされ、これまでの排出削減により全国的に濃度は改善したことなどから、

今後は、個別事業者の責任のもとでの自主的な排出抑制や地方公共団体と事業者との

連携による地域主体の自主的な取組へと移行することが適当との取りまとめがなされ

ている。 
○一方、この間、PRTR 制度が施行され、対象物質の大気への排出量等を把握すること

が可能となったことから、PRTR データをも活用した有害大気汚染物質対策における

対応と優先取組物質の選定を検討することが必要となっている。 
○このため、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」のリストを PRTR 対象

物質との整合性を図り見直した上で、優先取組物質についても見直しを行うこととし



たい。 
○具体的には、まず、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」のリストに掲げ

られた物質全体について、排出量や検出状況などの暴露情報と有害性に関する知見に

応じて区分し、大防法に基づく調査や排出抑制の取組が明確になるよう有害大気汚染

物質に係る対応方針の再整理を行うこととしたい。 
○その上で、吸入影響による人の健康への有害性に関する知見が得られる物質について

は、有害性情報と暴露情報を整理しつつ、有害性の程度、PRTR による排出量や排出

状況、環境モニタリングによる検出状況をもとに、プライオリティをつけてリスクの

検討を行い、予想されるリスクの程度から判断して、排出の抑制に優先的に取り組む

必要があると考えられる物質を優先取組物質に選定することとしたい。 
○また、この過程で優先取組物質に選定されなかった物質についても、有害性の程度、

暴露可能性から予想されるリスクの程度に応じ、大防法等に基づいてそれぞれ対応す

べき内容を再整理することとしたい。 
○さらに、これらの再整理を行う中で、優先取組物質のうち、すでに環境目標値が設定

され排出抑制の取組も進んだ物質の取扱いについても検討していくこととしたい。 
 
２．今後の進め方 

○「有害大気汚染物質に係るリスト」（234 物質及び優先取組物質）の見直しに関する基

本的な考え方について、事務局から案を示し、審議いただくこととしたい。その上で、

具体的な物質の選定・見直しについては、平成 21 年度に環境省の請負先において専

門家の助言を得ながら作業を進めた上で、あらためて専門委員会に報告し、審議いた

だくこととしたい。 
○なお、改正化審法に基づく「優先評価化学物質」のリスク評価との関係の整理につい

ては、化審法の運用状況を見つつ将来的に整合を図っていくこととしたい。 



これまでの委員会（第７、８回）における指摘事項 

 
（総論） 

○もともと優先取組物質を決めたのはいろんな意味合いがあった。つまり、とにかく取

り組まなければいけない物質が234であるという前提に立って、議論を始めた。そし

てそれらのすべてに規制を直ちにかけるということはなかなか難しいので、とりあえ

ずこういう物質については、事業者が自主的取り組みで大気中への排出量を削減して

いただきたい。しかし、それにしても234全部を一斉に始めるのは大変難しいので、

とりあえずその中でも、まず緊急を要するものを選んで、そこから重点的にやってい

ただいて、余力があれば234、それ以外のものにも取り組んでいただきたいというの

が、この優先取組物質を決めたときのいきさつだった。 
○したがって、優先取組物質を決めた以上は、行政側にも何らかの目安の数字をはっき

りさせるという責務が生ずるとともに、事業者側もこれについてはまず優先的に削減

の努力をすることが必要だという前提でこの話が始まったことは忘れてはいけない。

何となく行政が取り組みをするとか、データを集めることについての優先という意味

ばかりではなかったということは十分に踏まえられる必要がある。 
○もともとこれは規制を目的としているのではなくて、リスクマネージメントのために

やりましょうというのを出発点にしていることを再度確認しておくべき。 
○それぞれの事業所の自主的な取り組みをするもの、あるいは国の取り組みを促進する

もの、自治体も地域に応じて対策をとるもの、指針値を決めたりするものと、この辺

のところはよく整理しないと、どうもそこら辺が振れているような気がしてならない。 
○優先取組物質の選定について、ある一定のスパンで見直しをするということをどこか

に明記しておく必要があるのではないか。 
 
（234 物質と PRTR 対象物質） 

○平成８年に最初に有害大気汚染物質ということを言われたときには 234 物質だった。

それからＰＲＴＲができて、それが 354 物質になっている。だから今後優先取組物質

をいじるとき、354 物質も一応頭の中に入れておかないと、234、234 というとちょ

っとまずいのではないか。 
○PRTR でも物質がすごく増えているし、有害大気汚染物質もたくさんある。しかもそ

の排出源がたくさんある。そのときに、自治体も測定がすごく大変になってきていて、

測定だけではもう追いついていけないというのが実態である。 
○優先取組物質リストをさらに検討するという場合に、今回は PRTR のデータがあった

りするので、それは前回の選定のときとは違う新たな条件が加わっている。これを改

定して、こういう選定基準でやりましたということをはっきりさせないといけない。 
 
 

（参考） 



（優先取組物質の扱い） 

○多分、優先取組物質に選んだら何が起こるのかというところが大分状況が変わってき

ているのではないか。業界団体での２回の計画で削減をしていただいたが、それはも

う PRTR ができたので、そちらにお任せしようという判断に一応整理できる。そうな

ると優先取組物質に入るということはどういうことなのかということが、それは多分

環境モニタリングをしましょうということが非常に技術的な話として出てくるのでは

ないか。もう一つは、いわば今指針値をつくっているような話で、これは PRTR で排

出を抑制していくときに、実際にどこまで下げればいいのかという議論になる話に対

してある程度の答えを出していく。そういう観点で見て、どういうものを選ぶかとい

うところも踏まえながらの議論になるのではないか。 

○優先取組物質というものの扱いが今一律になっているというところをもう少し考える

必要があるのではないか。一つの話としては、物質数がふえていくのに、地方自治体

がモニタリングをしなければいけない物質が際限なくふえていく。それが適切かどう

かという話が一つの、裏にはある。そういう意味で言えば、優先取組物質といっても、

この物質についてはこういう対応をする、この物質についてはこういう対応をすると

いう整理が必要なのではないか。 
 
（優先取組物質以外の物質の扱い） 

○イエスかノーか、ゼロか 100かみたいな議論をすると、途中が抜けてしまうというか、

意見が分かれてしまう感じがするので、234 と優先取組物質という２種類だけではな

くて、周辺情報が不足している物質については、少し別に選んでおいて、毒性的なも

の、あるいは暴露性の両方の情報収集を真面目にやりましょうというのが、どこかに

もう一つグループがあってもいいのかなという気はする。 
○PRTR 対象になっていなくてモニタリングもされていない有害大気汚染物質がかなり

の数ある。これらの取扱量が非常に多いかどうかいったスクリーニングを本当は入れ

ないと抜けてしまうおそれがある。それをどうするかという議論の方がむしろ重要。 
 
（優先取組物質からの解除） 

○優先取組物質の中で十分もう対応が進んで卒業したような物質の取り扱いとか、そう

いう話も含めてできれば今回何か考えていただくといいのかなという気もする。 
○優先取組物質の中で環境基準、指針値ができるものはできたわけで、それはもう優先

取組物質から外れて、政府の対策するような物質になって、優先取組物質の方に（新

たに）入ってくるような格好になるのではないかと思ったが、どうもそういうふうに

なっていないのはどうしたことか。 

○モニタリングですべてが把握できているかどうかという事情もあり、今やっているモ

ニタリングの中では見つからないからすぐ外すという話ではないだろうということで、

例えば最大着地濃度の地点でどういう状況にあるかというところまでしっかり踏まえ



た形で外していくべき。 
○優先取組物質から解除してしまうと、対策そのものの手が緩んでしまうというおそれ

があるのではないか。 
○指定解除でも構わないが、もともとの趣旨から言うならば、そういう話でもなかった

ような気がする。対策が進んだのはよかったですね、引き続きそれを維持する努力が

必要ですね、ということでもよかったはずで、規制とか強制的に取り組みをさせると

いう意味での優先物質だという理解だと指定解除の議論が出てくることにもなるが、

始まりは必ずしもそうではなかったと理解しているので申し上げておきたい。 
 
（有害性情報） 

○もともとのデータとしては動物実験のデータなどで吸入毒性試験のデータがそろって

いるものはむしろ少ない。場合によっては精度に問題がある場合もある。暴露レベル

が２段階しか設定していないとか、あるいは経口は十分長いデータがあるけれども、

吸入は短いのしかないとか、いろいろな場合がある。 
○有害性の情報源の優先順位をぴしゃっと決めてしまうのもちょっといかがなものか。

例えば、WHO の大気ガイドラインには載っていなくて、IRIS に載っているものとい

うたくさんあるわけで、余りそれに固執しない方がいいのではないか。 
○IRIS ではもう吸入の RfC（Reference Concentration）を出して公表している。初期

リスク評価を使うときに、少しその点も加味して、ほかのもし最新の IRIS なりガイ

ドラインなり、IARC で出ていればそちらを優先するということも必要かもしれない。 
 
（暴露情報） 

○モニタリングをしている、数値があるものを優先するのは理解できるが、もともと優

先取組物質になっていないものは、それほどモニタリングされていないケースが多い。

考え方としては測定値を優先するとしてもほかの PRTR 情報と毒性情報等をできる

だけ集めて、それらを勘案して非常にリスクが高いと思われるものは追加していくと

いう考え方にするべき。 
○モニタリングに頼るだけではなくて、これからはモデル、あるいは排出量なりの指標

を使ってやらないと多くの物質の中から何がリスクが高いかというものがわかってこ

ない。 
○拡散計算の式が書いてあるが、排出源の状況というのが、対象物質によってはこれが

適当かどうかという考え方もある。それぞれ厳密に発生源状況をきちっと調べて入れ

ていこうというのはなかなか大変な作業になってしまうが、ちょっとそれにしても若

干荒っぽいかなという気もする。 
○大気中の予測濃度は排出源の排出形態によって大分状況が違うわけで、実際には最大

着地濃度がどこかというのが一番問題になる。単に１キロ（先の予測濃度）と書いて

あるが、排出源の形態がいろいろあって、やはり最大着地濃度というのはいろいろと



状況が違うと、そういう中で最大多数をまとめたら１キロ程度だというような説明が

必要ではないか。 
○今回の話は、個別の事業所ごとの安全を確保するということではなくて、これに入っ

てないから被害がないとか緩いということには決してならない。全体的に見て優先的

に取り組むものを選んでいるということをきちっとしないと混同するので、そこら辺

ははっきりさせておく必要がある。 
 


